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研究の要旨 

急速に人口減少が進む地域では、地域コミュニティの維持および地域文化の継承について多くの困

難を抱えている。本研究は、鹿児島県東部の大隅地域において、伝統芸能継承活動の実態に注目し、伝

統芸能継承の衰退が地域にどのような事態をもたらすのか、伝統芸能を継承することが地域において

どのような意味を持つのかを考察するものである。 

大隅地域における伝統芸能継承活動は、合併前の時期（1990～1991 年）から現在（2017～2018 年）

にかけて約半数に減少しており、基礎自治体が伝統芸能継承の実態を正確に把握できていないことが

明らかになった。本研究では、子ども・若者人口が減少している地域の伝統芸能継承活動の課題および

各地域コミュニティにおける活動を模索する動きを検討する。また、伝統芸能継承活動をはじめとす

る地域文化を継承していくことが、地域コミュニティの維持、新たな地域文化の創造および子ども・若

者の人間形成において不可欠であることを示す。 

 

１．はじめに 

鹿児島県下の急速に人口減少が進む地域におい

ては、地域コミュニティの維持、地域文化の担い手

の確保に課題を抱えている。 

本研究は、鹿児島県の大隅地域において、伝統芸

能継承活動の実態を明らかにするものである。 

伝統芸能については、これまで民俗学的に文化財

として評価されてきたが、本研究では、その文化の

担い手である保存団体等の組織に焦点を当て、その

活動状況を把握する。さらに、将来的な継承者であ

る子ども・若者（青年）世代が地域のなかでどのよ

うな形で活動に関わっているのかにも着目する。 

本研究のねらいは、地域文化の継承活動を行って

いくことが地域コミュニティを存続させていくな

かで、どのような意味があるのかを吟味し、子ども

や若者（青年）組織が関わることの可能性や地域文

化の継承活動が寄与する地域コミュニティ再生の

可能性を検証することである。 

今回の大隅地域の伝統芸能継承活動の実態調査

では、市町村合併前に実施された『民俗芸能緊急調

査報告書』（1990・1991 年）と『文化財保護団体活

動状況調査』（2017 年）、『かごしまの祭り・行事調

査事業報告書』（2018 年）に注目し、比較分析を試

みる。一連の調査報告書は、すべての伝統芸能の数

や活動状況を把握しきれていないという限界があ

るが、鹿児島県内の伝統芸能の実態を把握した数少

ない資料である。これらの資料を基に、各自治体の

文化財担当者への聞き取り、広報誌や新聞掲載の記

事により、継承活動の実態を明らかにしていく。 

 

1.1 鹿児島県における地域コミュニティの課題 

1.1.1 大隅地域の概要（人口構造） 

鹿児島県東部に位置する大隅半島地域は平成の

大合併により、３市 14 町（17 市町）が４市５町（9

市町）となった。2015 年の国勢調査によると 9 市

町合わせて人口 238,064 人であり、その 5 年前の

250,552 人から 12,488 人も減少しており、高齢化

率も高い地域である。 

日本創成会議・人口減少問題検討分科会のデータ

（2014 年）によると、2040 年の大隅地域の若年女



性（20～30 代）将来推計人口の減少率は、鹿屋市

（36.4％）を除き、東串良町（47.4％）、志布志市

（49.2％）、肝付町（58.0％）大崎町（59.3％）、曽

於市（64.1％）、錦江町（66.9％）、垂水市（69.0％）

と人口移動が収束しない場合は、いずれも人口が約

半分から半分以下となることが予測されている1。

南大隅町（70.2％）は、鹿児島県内の離島も含めた

なかで、最も減少率が大きい地域とされ、県内でも

多くの課題を抱える半島地域である。 

 
図 1．大隅地域９市町の分布 

 

1.1.2 大隅地域の産業構造 

 『平成 27 年度市町村民所得推計」（鹿児島県）に

よると、大隅地域の総生産額は、鹿児島地域に次い

で 2 位（8,206 億円）である。産業構造は県内他の

地域と比較して第 1 次産業に傾斜しているところ

が特徴である。しかし、その農林水産業に携わる従

事者数も減少傾向にあり、地場産業においても担い

手確保が課題となっている。 

 

1.1.3 大隅地域の交通 

 大隅半島においては、鉄道「大隅線」は志布志駅

と国分駅を結ぶ重要な交通手段であったが、約 30

年前の 1987 年（昭和 62 年）に廃止となった。代わ

りに国鉄バスが運行されたが、民間バス会社へ移行

し、この路線も不採算を理由に大幅縮小となってい

る2。現在、廃止路線の一部は自治体がコミュニティ

バスとして引き継いでいる状況である。 

 高速道路は、現在姶良市の加治木ＪＣＴから鹿屋

串良ＪＣＴまで開通している。都城志布志道路は末

吉ＩＣと有明北ＩＣ間が開通済みである。 

 その他、海上交通としては、長距離路線として志

布志港から大阪方面へフェリーが運行している。鹿

児島市へは、錦江湾を横断する形で「鴨池・垂水フ

ェリー」、「桜島フェリー」が運行し、南大隅町の根

占港と指宿市の山川港を結ぶも航路もある。しかし、

中心の鹿児島市へのアクセスは依然として距離が

がある。 

 

1.1.4 大隅地域のコミュニティ構造 

 大隅地域は、県全体の水準より「一人暮らし高齢

者世帯比率」や「集落に人口に占める高齢者率（65

歳以上）人口が 50％以上の集落の割合」が高くなっ

ており、自治会活動などもその担い手を十分確保で

きない問題がある。地域の保健・医療・福祉・安心、

安全面でも大きな課題となっている3。 

 大隅地域においては、子ども会の団体数が 472 団

体、会員数は 10,079 人（2014 年データ・保護者も

含む）が確認されており、子ども達が積極的に地域

行事に関わっていることがわかる。しかし、児童生

徒数の減少により、活動規模は縮小している。 

また、大隅地域の高等教育機関は、鹿屋体育大学

の１校となっており、高校卒業者の進学者はほぼ地

域から離れるというのが現状である4。 

青年組織においては、1990 年のデータによると

平成の市町村合併前には、15 町団、１市団、2 郡団

が存在していたことがわかっている。合併後 2014

年に改めて調査した結果によると 5 町団、３市団、

１郡団となっている。合併により組織は再編され、

新たに 4 町団、３市団が生成していることも調査よ

り明らかになっている5。 

 

１.2 伝統芸能継承活動と地域社会 

1.2.1 伝統芸能と「民俗芸能」・「郷土芸能」 

『広辞苑』によると民俗芸能は、「各地の民間に

伝承されている芸能。多くは祭礼・法会などで地元

の人々によって演じられる「郷土芸能」とされる。  

本論では「伝統芸能」を様々な儀式や祭礼にとも

なって地域の中で文化的行為・活動6として行われ

てきたものとしてとらえ、各地の祭礼や法会などで

地元の人々によって演じられる民俗芸能または郷

土芸能を総称して「伝統芸能」として扱う。   
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1.2.2 地域文化継承活動と沖縄の視点 

伝統芸能と地域文化の関係性については、生涯学

習や社会教育の観点から検証されてきた。それは、

伝統芸能の盛衰や変化が携わる人々の生活や帰属

意識とどう関わるのかという点に着目している。 

渡邊洋子7は、沖縄をフィールドに、地域（シマ）

の活動を通じて継承されてきた「民俗芸能」＝「伝

統芸能」を「共有知」すなわち「時代や空間を超え

てある集団の間で認知・共有され、その集団への帰

属意識と集団文化の表現として時代に引き継がれ

る文化的価値」8として位置づけ直すことを試みて

いる。同じく小林・山城らによりこれまで生涯学習・

社会教育の観点からの多くの研究が蓄積されてい

る9。 

 

２．大隅地域における伝統芸能継承の状況 

2.1 伝統芸能継承活動の実態調査の基礎資料 

報告者はこの地域における伝統芸能継承の実態

調査を行った。基礎とした資料データは、県教育委

員会が毎年実施している『文化財保護団体等活動状

況調査』（以下：資料Ａ「2017 保存団体調査」）10で

ある。これは大隅教育事務所が各自治体に伝統芸能

保存団体の調査を依頼、各自治体文化財担当者の調

査によるものである。この基礎データと比較した資

料が、県教育委員会が合併後の地域の伝統芸能継承

が困難になると予測し、緊急の調査を実施した『平

成二、三年度 鹿児島県の民俗芸能—民俗芸能緊急

調査報告書-』（以下：資料Ｂ「1990 緊急調査」）11で

ある。 

さらに、『かごしまの祭り・行事調査事業報告書 

鹿児島県の祭り・行事』（鹿児島県教育委員会・平

成 30 年 3 月発行・鹿児島県教育庁文化財課。以下：

資料Ｃ「2018 祭り・行事調査」）12を補足資料とし

て活用した。資料Ｃは、県下に広く分布する無形民

俗文化財のなかから、祭り・行事をリストアップし、

文化財保護と地域文化振興を目的に調査した直近

の調査報告書である。資料 C については、保存団体

の把握が目的の資料Ａ、芸能を中心に調査された資

料Ｂの内容を補完することが可能だと判断し調査

資料に加えた。 

しかし、これらの資料Ａ～Ｃのデータについては、

各自治体、担当者により記入内容にばらつきがある。

原因は、調査の目的が十分に共有されておらず、組

織や保存会等についての記載が記述式である点に

あり、単純な計量的な比較が困難であることがわか

った。しかし、調査記述には地域の主な担い手の年

齢層、奉納や披露の実績等があり、継承活動の組織

の形態や活動を推測することは可能であった。 

また、今回の調査対象は主に伝統芸能（民俗芸能

＝郷土芸能）を継承している保存団体が対象となっ

ているが、一部、子ども達の年中行事と芸能が一体

となっているもの、水神信仰や夏祭り、郷土史研究

会や「伊作田和紙保存会」などの生業も含まれる。 

これらの基礎とするデータの不足を補うために、

筆者は 2017 年 12 月から 2018 年 3 月にかけ、大隅

教育事務所の社会教育担当者をはじめとする４市

５町の教育委員会文化財団当者への聞き取りを行

った。主に資料Ａ「2017 保存団体調査」で挙げられ

た各団体の活動状況について確認した。各伝統芸能

の活動の有無については、2017～18 年にかけての

南日本新聞掲載記事、各市町広報誌掲載情報を補足

し、活動状況を判断した。 

表１．大隅地域伝統芸能調査数と活動実態数  

 
A : 市町村が把握する伝統芸能保存団体数（発行元、2017 年） 

B: 『平成二、三年度 鹿児島県の民俗芸能—民俗芸能緊急調査報告書-』（鹿児島県教育委員会、1990 年） 

C: 『かごしまの祭り・行事調査事業報告書 鹿児島県の祭り・行事』（鹿児島県教育庁文化財課、2018 年） 

B A Ｃ D E F G H Ⅰ
大隅地域 緊急調査 基礎調査 祭・行事 継続 中止 復活 活動有

市・町 （1990） （2017） （2018） （2018） （2018） （2018） （2018）

鹿屋市 48 26 23 66 28 2 0 41 22 62% 54%
垂水市 13 19 1 22 13 6 0 13 5 59% 38%
曽於市 29 13 14 36 20 1 3 23 7 64% 30%
志布志市 32 19 20 42 4 3 7 11 8 26% 73%
大崎町 9 6 1 13 6 3 0 6 5 46% 83%
東串良町 3 1 13 9 2 0 10 10 77% 100%
錦江町 7 4 3 8 6 0 0 6 4 75% 67%
南大隅町 13 3 1 16 6 4 0 6 3 38% 50%
肝付町 30 3 8 34 17 2 1 18 8 53% 44%

184 94 71 250 109 23 11 134 72 54% 66%

関係性

I/H

子ども・若者が

関係する団体数
芸能数

減少率

H/D



2.2 大隅地域全体の調査の結果 

 資料Ａ「2017 保存団体調査」に記録されている

伝統芸能の数は大隅地域全体で 94件、資料Ｂ「1990

緊急調査」の 184 件と比較すると、約半数になって

いることが明らかになった。 

 さらに伝統芸能継承の現状を各自治体の文化財

担当者から聞き取り、広報誌や新聞掲載等の記録か

らそれぞれの伝統芸能継承活動の有無を確認した。

それが、表１の活動有（H）の 134 となる。 

 資料 A～C で挙げられた芸能を総合した数は、D

の芸能数となり、少なくとも 1990 年時点では、大

隅地域に 250 の芸能の存在が確認されていたと考

えられる。さらに、現在活動が確認される伝統芸能

の数 134（H）のうち子ども・若者が関わる伝統芸

能は約６割の 72 に過ぎない。 

 これらの事実からは、行政側が現在、地域で継承

されている伝統芸能の実態を十分に把握しきれて

いないことが明らかになった。 

 

３ 大隅地域の伝統芸能継承の課題 

今回の調査からは伝統芸能継承の活動実態にお

ける次のような課題も見えてきた。 

 

3.1 くらしの中の芸能の消滅 

 くらしのなかで労働や年中行事と結びついてい

た伝統芸能の継承は、大隅地域のみならずどの地域

においても極めて厳しいことが現実であろう。 

例えば、「木遣り」など、鳥居を建てる時の共同で

の労働歌等の継承が、労働自体の消滅により継承が

できなくなっている。また、家を建てる折、「地し

め」や「落成式」に歌われていた「どんじ節」など

も地域住民の共同作業としての労働の消滅に伴い

現在継承されていない。 

さらに、集落内の祝い事等で行われていた芸能も

地域共同体としての祝い事の消失に伴って消滅し

ている。「中村の手拍子」（志布志市）などは、結婚

式等の祝い事を公民館や個人宅で開催しなくなる

とともに、披露されなくなった。現在、一部の青壮

年によって、かろうじて継承されているものもある。 

また、一子相伝の形をとっている芸能、集落以外

の住民が踊ることを禁じている芸能、集落内に不幸

があれば奉納しない芸能など、因習やしきたりを重

視した芸能の継承は難しく、急速に消失している。 

3.2 伝統芸能にまつわる知恵と技術の消滅 

伝統芸能の継承には、踊りの所作とともに、唄い

や化粧、装束や笠飾りなども付随して継承されてい

る。芸能に付随した知恵や技術が同時に継承されて

いるのである。現在、芸能のなかには、唄や踊りの

所作の一部が失われ、全体の継承が難しくなった例

もある。錦江町の「木遣」、「木おこしうた」も、唄

のみが地域の子ども会により継承されている。 

 また、鹿児島県内では、伝統芸能の装束には欠か

せない「わらじ」の調達ができなくなったという事

例もみられる。地域内の伝統芸能に必要な「わらじ」

は、地域でつくっていた高齢者が亡くなるとともに、

その技術も突然消滅してしまう。 

「わらじ」一つであっても芸能ごとに微妙な違い

があり、地域によってさまざまな工夫がされている。

地域内で地域の人の手でつくられてきたの「わらじ」

は、それぞれの舞手の身体や芸能に合わせてオーダ

ーメイドで製作されている。 

伝統芸能の衰退は芸能そのもののみならず、芸能

にまつわる技術や知恵の喪失にもつながっている。 

 

3.3 地域コミュニティとしての公民館などの衰退 

 調査では、多くの保存会が公民館活動の一環とし

て伝統芸能継承活動を行っていることがわかった。 

また、伝統芸能を継承するには、多くの経費が必

要なことも浮かび上がってきた。装束や道具の準備、

衣装の維持管理費（クリーニング代）や小道具の劣

化による補修等の経費が毎年必要となっている。高

齢化が進み、公民館活動の衰退とともに伝統芸能継

承のための人手の確保と経費負担も地域住民にと

って大きな問題となり、活動が継続できなくなって

いる。地域の公民館活動の規模縮小に伴う地域コミ

ュニティの衰退は、地域文化に大きく影響している。 

 

3.4 小学校での芸能継承の衰退 

 伝統芸能継承に関わっていた青壮年の担い手不

足から、大隅地域では、多くの芸能が小学校を核と

して行われていることがわかる。しかし、地域の子

どもの数が減少するなか、小学校の存続も困難にな

っており、学校での継承活動には限界もある。 

垂水市の「牛根境棒踊り」の担い手は、全児童 16

名、中学生が加入してようやく 20 名弱という状況

である。大崎町の八月踊は、立小野小学校の閉校式



（2009 年）の披露を最後に途絶えている。 

小学校での継承は、総合的な学習の時間で取り組

まれており、学校の運動会での披露が主である。そ

のため芸能の意図や継承の経緯は伝わらないこと

が多い。また、学校運営方針や校長・教員の意向に

大きく左右されることも考えられる。 

鹿児島県は、高校をはじめ市町村ごとに学校規模

の適正化を進めており、十分な学習環境を確保する

という目的から、小規模校が統廃合される傾向にあ

り、地域コミュニティの中心としての小学校での伝

統芸能継承活動には限界がある。 

 

3.5 文化財指定の伝統芸能の衰退 

大隅地域においては、表２のように県と市町の無

形文化財が 51 指定されている。しかし、そのうち

7 つの指定文化財の活動が中断している。 

このように、行政による文化財指定の記録として

の保存の可能性は十分認められるものの、文化財指

定そのものが必ずしも継承活動を保障するもので

はないことがわかる。 

 

表２ 大隅地域の無形民俗文化財の指定状況 

 文化財指定 県指定 市・町 （旧町） 

1 鹿屋市 1 9（2）  

2 垂水市  7  

3 曽於市 3 9 1(1） 

4 志布志市 3 4  

5 大崎町  2（1）  

6 東串良町  2（1）  

7 錦江町  0  

8 南大隅町 1 2（1）  

9 肝付町 2 5（1）  

合計 51（７） 10 40（６） 1(1） 

（ ）内は中断中の文化財数 

 

3.6 子ども・若者と伝統芸能継承の課題 

 今回の調査からは、いずれの伝統芸能も後継者不

足の課題を抱えていることがわかった。 

 大隅地域全体で活動が確認できる伝統芸能のう

ち、子ども・若者の関わりが確認できた継承団体は

約６割程度である。それ以外の芸能は、現在の継承

者の高齢化とともに、継承が難しくなることが予測

される。 

大隅地域の中学校を卒業した子どもは、高校進学

等で地域を離れざるを得ないことが多い。さらに大

学や専門学校への進学や就職等で地域に残る子ど

もはごくわずかである。一時地域から離れ、戻った

若者たちも、小学校で行われている継承活動に関わ

る機会はない。 

 また、新しく組織された青年組織も一度中断した

組織からの再生であるため、青年団を終えた青壮年

層からの指導はなく、青年たちの自主性に任せた活

動のなかでは伝統芸能が継承される機会はない。 

 そのため、地域に若者が存在し、青年組織がある

にもかかわらず、新たな地域文化継承活動に関わる

ことができる状況にはなっていない。このように伝

統芸能継承に若者、青年層が関わり、主体的な担い

手として育っていくためには多くの課題がある。 

 

3.7 地域の青年組織（青年団など）の課題 

 県全体に分布する「棒踊り」や「鉦踊り」、「奴踊

り」などは、青年団など地域の若者達によって継承

されてきた。これらの芸能のなかには、戦時中途絶

えていたものを 1950 年代から 60 年代に、青年団

が復活したものも多くある。 

今回の調査では、この 1960 年代前後に青年だっ

た世代がかろうじて継承している芸能が多数ある

ことも明らかになった。これらの芸能も青壮年層の

高齢化とともに衰退していく傾向にある。 

 県内では、市町村合併前後、それぞれの旧市町村

を含め青年団の存続は極めて困難な状況であった

が、合併がひと段落した後、いくつかの青年団組織

が再結成しているという新たな動きがみられる。 

合併しなかった東串良町の青年団は 1972 年に青

年団を結成、大崎町は 1992 年に青年団を復活させ

ている。合併した自治体では、鹿屋市、曽於市、志

布志市、錦江町、南大隅町がいずれも 2005 年から

2006 年にかけて青年組織を再結成している。その

うち伝統芸能継承活動に関わっている青年組織は、

曽於市と東串良町のみである。 

新たな青年組織も、行政主導の地域行事の請負団

体となり、年間の決まった行事をこなすだけのケー

スもあり、新しい活動に取り組む余裕もない状況が

ある。また、自主的に集まったわけではなく、勧誘

されなんとなく参加したという集まりでは、活動自

体も消極的になりがちであるといった課題もある13。 

2016 年、曽於地区青年団協議会は、大崎町中央

公民館で第 21 回「そお青年祭」を開催し、ダンス



や太鼓などの舞台発表およびのど自慢大会など曽

於地区文化祭と兼ねて実施した。 

筆者が所属する鹿児島県青年会館は、この地域の

青年達が主催した「そお青年祭」に注目したが、現

状は、地区内の青年団員や周辺の青年団が訪れる程

度の仲間内の文化祭であった。そこで、2017 年開

催の「そお青年祭」を活性化させようと、地域の伝

統芸能も取り込みながら、地域の人に開かれたもの

にしようと提案した。曽於地区の現役青年団と話し

合いを重ねたが、最終的には、各市町村団の責任者、

また地区の役員らが、青年祭開催は、負担が大きい

と開催をとりやめ、スポーツ交流会を開催すること

になった。その後、青年祭は中断している。 

 

4．伝統芸能継承の様々な取り組み 

4.1 伝統芸能継承の形態の多様性 

 今回の調査から見えてきたのは、様々な継承の形

態である。一つは、公民館活動の文化部、もしくは

伝統芸能活動部としての取り組みがある。多くの保

存会もしくは保存団体が自治会（自治公民館）組織

により継承されており、住民が地域の自治公民館活

動として自主的に取り組んでいる。 

さらに、保存団体に財政的な支援をしている自治

体もあるが、保存団体としての登録がされていない

継承活動は、財政的な支援もない中、様々な取り組

みをしている。 

担い手を確保する工夫として、保存会と地域内の

小学校との連携、また、保存会と自治公民館、小学

校との連携などがある。また、地域の文化継承に危

機感を抱いた有志によりかろうじて継承されてい

る芸能もある。伝統芸能継承活動には、芸能そのも

のの特質や形態、地域コミュニティの関わりにより、

多様な取り組みがあることがわかった。 

 

4.2 普及活動の取り組み 

現在は、伝統芸能自体の存在を地域住民が知らな

いという現実も出てきている。志布志教育委員会は、

3 年に一度「郷土芸能祭」を開催、それぞれの地域

の伝統芸能を広く市民に知ってもらうことをねら

いとした啓蒙・普及活動の取り組みである。市内の

保存会も数年に一度舞台での披露を目標に準備を

進める仕組みができており、これも各芸能継承にお

いて大きな役割を果たしている。また、周辺地域の

伝統芸能を招き、地域の伝統芸能のレベル向上もね

らいとしている14。地域の伝統芸能の存在を多くの

人に知ってもらう機会をつくる普及活動も今後は

必要とされる。 

 

4.3 学校・地域の連携による取り組み 

 現在、伝統芸能は、青壮年層の担い手不足により、

地域の小学校の事業や子ども会活動によって担わ

れることが多くなっている。継承者が存在するうち

に子どもたちに伝えようという取り組みは、鹿児島

県内でも多く行われている。 

 しかし、本来神社の祭礼や行事等で取り組まれて

いた伝統芸能が、芸能の行為や活動の側面のみが切

り取られ、運動会の演目などで披露されていくと、

活動に参加している子ども達はその継承の歴史や

意味を理解せずに参加してしまうことも考えられ、

本来的な担い手育成につながっていることにはな

らない。 

また大隅地域の子ども達は、少ない児童数でスポ

ーツ少年団やクラブ活動、子ども会活動に参加しな

ければならず、多忙な地域の子ども達の実情もうか

がえる。 

東串良町は町全体の伝統芸能の活性化をねらい、

毎月第３土曜日を「地域とふれあう日」と位置づけ、

町内の全児童が、地域の文化に触れる日を設けてい

る。教育委員会が学校やスポーツ少年団にも働きか

け、児童が地域の伝統芸能継承活動に参加する仕組

みを整えている。指導には各自治会の芸能保存会の

メンバーがあたり、それに青年団が協力するという

形も生まれている15。 

 錦江町などでは、児童とともに PTA の参加を呼

びかけ、地域で生活する親世代への呼びかけに力を

入れている。子どもと親世代の参加は、地域全体で

継承していく取り組みへとつながっている16。 

 

4.4 担い手確保の取り組み 

 地域内での伝統芸能継承の担い手確保が困難な

状況では外部からの担い手確保の様々な取り組み

がある。 

垂水市や南大隅町は、地域にフィードワークで訪

れる県内大学の学生に呼びかけ、棒踊りや神輿の担

ぎ手として学生達を継承活動に関わらせている17。 

肝付町では、地域おこし協力隊の発案で「ナゴシ



ドンのつなぎ手」事業を 2016 年から実施している。

民間の文化財団の助成を受け、地元紙やインターネ

ット等を通じて舞手を募集、全国から９名の若者が

集まった。参加費を払って１週間滞在、地域の人か

ら芸能を伝授される。地元の岸良小の児童も交え、

初年度は 13 名の参加者で４つの神舞が披露された。 

担い手を地域にこだわらない取り組みは、地域文

化の価値を外から再定義することである。このよう

な新しい視点とアプローチによる担い手確保であ

り、若者と地域の人をつなぐこの取り組みは、多く

の示唆がある18。 

 

5．伝統芸能継承における子ども・若者の位置づけ 

5.1 伝統芸能の「祭り文化」としての再定義 

 ここまで、伝統芸能を継承していく課題としては

文化財指定の限界を指摘してきた。星野は、民俗文

化財のなかでも特にそのなかの祭礼、法会、年中行

事、民俗芸能、民俗信仰を「祭り文化伝承」として

定義19している。この「祭り文化伝承」は、社会組

織や生産生業、衣食住、交通運輸、交易、民俗信仰、

人生儀礼など「基盤的な生活文化」の上に成立する

ものである。 

大隅地域の伝統芸能もそれぞれの「基盤的な生活

文化」であるくらしや文化と不可分な関係にあり、

担い手や運営主体は、保存会や公民館、子ども会と

いった「社会的な組織」である。このように「祭り

文化」として地域文化の中で伝統芸能を位置づけて

いくと、日常生活の中で人々を支える存在として再

定義が可能になる。 

現在継承されている地域の伝統芸能を「照日神社

の春祭り」に奉納される「神舞」や「棒踊り」とい

うように地域の生活文化の文脈のなかに位置づけ、

「祭り文化」としてくらしの中の一つとして地域住

民の活動や行政的な支援の中での位置づけが可能

になるのではないだろうか。 

これらの芸能が本来、地域の人たちのくらしのな

かの信仰や願い、祈りの一つの形であることを再認

識し、伝統芸能継承活動のなかに、現代的な意義を

改めて発見していくことが求められている。 

そのためには、伝統芸能を保存会など一部の地域

住民任せにするのではなく、すべての地域の人たち

が伝統芸能を地域の「祭り文化」として学び直し、

再価値化する必要があるだろう。 

さらに、伝統芸能に付随する様々な技術や知恵を

県全体、広域なネットワークで共有することにより、

継承する団体間の連携や伝統芸能についての情報

共有が不可欠である。地域内の担い手のみに依存す

ることから、伝統芸能を開かれたものにしていくこ

とも今後検討していく必要がある。 

 

5.2 伝統芸能からの地域コミュニティ再生 

過疎化の進行や大規模災害の頻発によって、地域

コミュニティの役割とその重要性があらためて見

直されている。  

復興を左右する地域のコミュニティや人びとと

のつながりがどう保たれてきたかといった問題は、

伝統芸能継承活動の盛衰とも深くかかわっている

ということに、今私たちはあらためて気づかされて

いる20。 

今回の調査でも伝統芸能が継続的に行われてい

る地域は、子ども・若者の参加の割合が比較的高く、

地域コミュニティが行政とも連携しながら、活動が

行われていることが確認できる。 

地域コミュニティの衰退や振興が伝統芸能継承

活動と連動していることを認識し、地域コミュニテ

ィ再生の起動力として「祭り文化」である伝統芸能

継承活動を評価することができないだろうか。 

伝統芸能継承活動に取り組むということは、単に

貴重な地域の「文化財」を保護することではなく、

地域コミュニティ再生の新たな文化創造活動でも

あるのである。 

 

5.3 地域のくらしの中の学びの復権 

本研究では、地域文化継承の動向および活動実態

が自治体行政には十分に把握されていないという

ことが明らかになった。また、分析の基礎データと

して使用した県教委作成の調査報告書も鹿児島県

の伝統芸能の実態を把握した数少ない資料ではあ

るものの、悉皆調査には程遠い状況にある。  

子ども・若者など、次世代の担い手形成が不可欠

である伝統芸能は、伝承者の高齢化と人口減少に伴

い消滅に拍車がかかるだろう。これは地域社会にお

ける地域文化の空洞化を意味する。 

地域の持続可能性や地域社会における人間形成

機能の一層の向上を企図するならば、行政のみなら

ず地域の住民も地域文化としての伝統芸能継承活



動の意味を再認識する必要があるのではないか。 

また、本論での検討からは、伝統芸能を学校教育

の枠内で継承すること、文化財として保存会等で継

承していくことの限界も見えてきた。さらに、青年

組織の現代的傾向からは、地域の若者が地域文化の

担い手の主体とはなり得ていないこともわかった。

地域文化継承における若者の不在は、現代社会の地

域コミュニティがはらむ重要な課題の一つである。 

このように考えると地域コミュニティ衰退の課

題は、現在の学校教育や子ども・若者が抱える課題

と連動したものとしてとらえることもできる。地域

が歴史的に育んできたくらしや地域文化から切り

離された学校制度を基盤とする学び、効率性を求め

る経済活動は、ときに不合理かつ非効率的な伝統芸

能継承活動あるいはそこに生起する学びとは折り

合いが悪いものであった。しかし、地域社会の存続

と伝統芸能継承活動が入れ子状の関係に長らくあ

ったと仮定するならば、その活動の価値を軽視する

ことはできない。 

今日、伝統芸能継承活動を改めて地域それぞれの

「祭り文化」としてとらえ直し、祭りや伝統芸能が

歴史的に有してきた人間形成機能を社会教育的見

地から再定義していく必要があるだろう。 

元来、日本の祭りの担い手が「青年」であったと

いうことは伝統芸能や祭りに関わることが、子ども

や青年期における人間形成において必要不可欠な

「学び」の場であったということを先人たちは理解

していたのではないか21。 

地域文化継承としての伝統芸継承活動の価値を

くらしとの関わりであらためて捉え返し、今日的に

その意味を吟味するためには、伝統芸能継承活動が

胚胎する人間形成機能を、学校での学びとは異なる

子ども・若者の「学びのプロセス」として再定置し

ていく必要がある。これらは地域の持続可能性の問

題とも深く関わる論点でもある。 

 

 

附記 

本研究は、第 33 回（2017 年度）マツダ研究助成

による支援を受けたものである。調査・研究におい

て大隅地域の大隅教育事務所、各教育委員会担当者、

保存会等に多くの協力・助言をいただき、記して感

謝申し上げる。 

口頭発表 

池水聖子「人口減少時代における地域文化継承と青

年組織の関係―子ども・青年組織の伝統芸能継承活

動に着目して―」，日本社会教育学会第 66 回研究大

会プログラム要旨集，p.109.（2019.09.14 早稲田大） 
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